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日本年金機構

全国健康保険協会 佐賀支部

「賞与支払届」の提出をお忘れなく! !
令和６年度の国民年金保険料免除申請の受付開始
・
・
健康づくりを企業風土として根付かせるため、健康経営Ⓡを実践しましょう
がばい健康企業宣言 エントリーシート
・
・

・
・
年金相談窓口開設カレンダー等
宿泊施設優待のご案内

佐賀県社会保険協会

全国国民年金基金福岡・佐賀支部

社会保険事務講習会のごあんない・

国民年金基金からのお知らせ・

医療法人整肢会医師

佐賀県社会保険協会 検索

TEL：0952-26-3171 　FAX：0952-26-3377 　
〒840-0816　佐賀市駅南本町６-４佐賀中央第一生命ビル９階

URL：https://www.syahokyo-saga.or.jp/

明治26年に武雄の地で初代虎之助が、整骨科専門を標榜し開院した。時代は流れ４代続いて整形外科
直球（ひとすじ）でここまで走ってきました。
これまでには、時代の波の中で多くの選択を迫られる場合があり、大きな転機として、全ての病院が
機能的な位置付けを選択しなければならず、そこで我々は「整形外科疾患なら全てを治せる病院を
目指す」ことを宣言し、整形外科に特化した急性期病院を目指して邁進してまいりました。
皆さま方のおかげで創業130年が経ち、これからも5代目、6代目と、地域に愛され愛する副島整形
外科であり続けます。

副 島 整 形 外 科 病 院　所在地：佐賀県武雄市武雄町富岡7641番地1  TEL：0954-20-0388
副島整形外科クリニック　所在地：佐賀県武雄市武雄町富岡7724番地1  TEL：0954-22-2155

人と人とのふれあいを大切にして、
みんなで一緒になって病と闘う。
そんな強い心でありたい。

一般財団法人 佐賀県社会保険協会

“人間愛”　私たちの喜びです。

information会員事業所会員事業所
医療法人整肢会 副島整形外科病院／クリニック

ソエジマくんソエジマちゃん
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事業主の皆様へ

「算定基礎届」の提出はお済みですか？
「算定基礎届」は４月・５月・６月に支払われた報酬を届出ていただくものです。（給与を

当月に支払われる事業所様は４月分・５月分・６月分の給与額を届出ていただきますが、

給与を翌月に支払われる事業所様は３月分・４月分・５月分の給与額を届出ていただくこ

とになります。）

「算定基礎届」の提出がありませんと、正しい保険料の算定ができませんので、提出がお済

みでない場合は、早急にご提出をお願いします。

令和６年５月３１日以前から被保険者である方は、「算定基礎届」の提出が必要です。

（令和６年５月３１日以前から被保険者である方で、送付された「算定基礎届」に印字

されていない方は手書きによるお届けが必要となります。）

◆

◆

◆

「賞与支払届」の提出をお忘れなく！！
被保険者に賞与を支給したときは、支払った日から５日以内に「賞与支払届」の提出が

必要です。

賞与等の支給額の１,０００円未満を切り捨てた額のことを「標準賞与額」といいます。保険料

の計算は、標準賞与額に直接、保険料率を乗じて計算することとなります。

賞与支払予定月に支給がなかった場合は、「賞与不支給報告書」の提出が必要です。

保険料や将来受け取る年金にも反映しますので、適正な届出をお願いします。

◆

◆

◆

◆

資格取得した月（資格取得日以降）に支給された賞与は届出が必要となり保険料

の対象となります。

資格喪失した月に支給された賞与は保険料の対象になりませんが、資格喪失日

の前日までに支給された賞与については届出が必要となります。

資格取得した月に資格喪失となった場合で、資格取得日から資格喪失日の前日ま

でに支払われた賞与については保険料の対象となり届出が必要です。

●

●

●

※将来の年金額には保険料の対象となったものが反映します。

令和６年７月分保険料の納付期限は令和６年９月２日（月）です。
社会保険料（国民年金保険料）は納付期限内に納付しましょう。

資格取得月・資格喪失月の取扱い

●各年金事務所　厚生年金適用調査課お問い合わせ先
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全額免除制度

納付猶予制度

一部免除（一部納付）制度
【保険料の全額（１６,９８０円）が免除されます】

マイナポータルを利用した電子申請ができます

【保険料の一部が免除されます】

全額免除の承認を受けた期間がある場合、追納をし
なければ、保険料を全額納付したときに比べて将来の年
金額は以下のように少なくなります。

【基準となる所得の計算式】
本人、配偶者および世帯主の前年所得がそれぞれ以

下の計算式で計算した金額以下であること

【基準となる所得の計算式】
本人、配偶者および世帯主の前年所得が以下の計算
式で計算した金額以下であること

一部免除は３種類あります。一部免除の承認を受けた
期間がある場合は、追納しなければ、以下のように将来
の年金額は少なくなります。

全額免除

扶養親族等の数＋１
本人、配偶者、
世帯主の
前年所得

３５万円

３２万円

年金額　（平成２１年３月分までは　 ）
４
８

２
６

【保険料の全額（１６,９８０円）が納付猶予されます】

○失業した場合も、申請することにより保険料の納付が免
除や猶予となる場合があります。
○上記のほか、障害基礎年金を受け取っているときや生活
保護の生活扶助を受け取っているときに、お住まいの市町
村の国民年金担当窓口に届け出ることで、保険料全額の
納付が免除される「法定免除制度」があります。

○一部免除制度は、納付すべき一部の保険料を納付し
ないと、その期間の一部免除が無効（未納と同じ）とな
ります。
そのため将来の老齢基礎年金の額に反映されず、また
障害や死亡といった不測の事態が生じた場合、年金を
受け取ることができなくなる場合がありますのでご注意
ください。

年金額には反映しませんが、未納期間ではありま
せんので、老齢年金の受給資格期間として計算され
ます。また、死亡・障害といった不測の事態が起きた
時も受給資格期間に含まれます。

保険料の免除（全額・一部）や猶予（学生納付特例・納付

猶予）の承認を受けた期間は、保険料を全額納付した

ときに比べ、将来受け取る年金額は少なくなります。

そこで、免除の承認を受けた期間について、10年以内で

あれば、追納（あとから納める）することができます。

○保険料を追納する場合、当時の保険料額に経過期

間に応じた加算額が上乗せされます。

納付猶予

年金額　（平成２１年３月分までは　 ）
５
８

３
６

４分の３免除（納付額４,２５０円）

年金額　（平成２１年３月分までは　 ）
６
８

４
６

半額免除（納付額８,４９０円）

年金額　（平成２１年３月分までは　 ）
７
８

５
６

４分の１免除（納付額１２,７４０円）

保険料の追納

８８万円＋扶養親族等控除額＋社会保険料控除額等

４分の３免除

１２８万円＋扶養親族等控除額＋社会保険料控除額等

半額免除

１６８万円＋扶養親族等控除額＋社会保険料控除額等

４分の１免除

×

≧＋

【基準となる所得の計算式】
本人、配偶者の前年所得がそれぞれ以下の計算式で

計算した金額以下であること

扶養親族等の数＋１

本人、配偶者の
前年所得

３５万円

３２万円

×

≧＋

※令和２年度までは１０万円を引き下げた額

※令和２年度までは１０万円を引き下げた額

※令和２年度までは１０万円を引き下げた額

●各年金事務所　国民年金課お問い合わせ先

令和６年度の国民年金保険料免除申請の受付開始
（令和６年７月～令和７年６月分）



４

〒８４０-８５６０
佐賀市駅南本町６-４佐賀中央第一生命ビル

℡０９５２-２７-０６１１(代表)
全国健康保険協会 佐賀支部

協会けんぽ
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メルマガのご登録はこちらから！
役立つ情報が満載です！



一般財団法人 佐賀県社会保険協会

知りたい内容やご質問等ありましたら、お書きください。

〒

事業所電話番号（　　　）　　－

整 理 番 号

参加者氏名

事 業 所 名

事業所所在地

参加希望
会場日時 （　唐津・ 鹿島  ・ 鳥栖  ・ 佐賀  ）会場 令和　　　年　　　月　　　日（　　　）

『出産・育児に関する講習会』『出産・育児に関する講習会』

６

唐  津　会場 横田 弘美

島﨑 恵理

横田 弘美

中村 好江鹿  島　会場

鳥  栖　会場

佐  賀　会場 アバンセ
（佐賀市天神３－２－１１）

サンメッセ鳥栖
（鳥栖市本鳥栖町１８１９）

高齢者ふれあい会館りふれ
（唐津市二夕子３－１５５－４）

社会保険事務講習会のごあんない令和６年度

７月１２日（金）

７月１８日（木）

７月１１日（木）

７月１０日（水）令和６年

令和６年

令和６年

令和６年

社会保険労務士

特定社会保険労務士

特定社会保険労務士

特定社会保険労務士

これからの女性の活躍をサポートする出産・育児等の充実した社会保障制度について学びます。

地 区 会 場 講 師日 時

※申込書にご記入いただきました情報は、この事務講習会以外の目的には使用いたしません。

実施時間 各会場共通　１３：２０受付 １３：４０開始 １６：００終了予定

申込方法 ＦＡＸ、郵送またはホームページよりお申込み下さい。

お申込み
お問合せ

一般財団法人 〒８４０ｰ０８１６
佐賀市駅南本町６－４　佐賀中央第一生命ビル９階佐賀県社会保険協会

ＴＥＬ.０９５２ｰ２６ｰ３１７１ ＦＡＸ.０９５２ー２６ｰ３３７７

参　加　費
(但し、非会員事業所及び令和６年度会費未納事業所は３，０００円のご負担をお願いします。)
会員事業所は無料

対象者 社会保険事務担当者の方

募集定員 佐賀…５０名 鳥栖・唐津・鹿島…３０名

受講決定者の方には開催日２週間前から順次、案内のハガキをお送り致します。

（定員になり次第締め切りますので、締切後の申込者には３日以内にご連絡します。）

社会保険事務講習会　参加申込書

宛名シールの左下の番号。
おわかりになる範囲で結構です。

FAX・郵送による
お申込みは
こちらから

佐賀県社会保険協会 検索

『出産・育児に関する講習会』

鹿島市生涯学習センターエイブル
（鹿島市大学納富分２７００-１）



全国国民年金基金福岡・佐賀支部

７

節税メリット



宿泊施設優待のご案内

鹿島市役所
（予約）

8
＜記事提供＞日本年金機構年金事務所･全国健康保険協会 佐賀支部

〒840-0816　佐賀市駅南本町６-４佐賀中央第一生命ビル９階
TEL：0952-26-3171 FAX：0952-26-3377 URL：https: //www.syahokyo-saga.or.jp/

一般財団法人 佐賀県社会保険協会

伊万里市役所
（予約）

伊万里市役所
（予約）

日 月 火 水 木 金 土

令和６年８月  年金相談窓口開設カレンダー

年金事務所
休日相談日
（予約）

年金事務所
延長相談
19時まで

年金事務所
延長相談
19時まで

伊万里市役所
（予約）

伊万里市役所
（予約）

伊万里市役所
（予約）

多久市役所
（予約）

多久市役所
（予約）

鹿島市役所
（予約）

有田町役場
（予約）

基山町役場
（予約）

基山町役場
（予約）

年金相談の
時間延長

週初めの開所日
１７:１５～１９:００

年金事務所
休日相談日

県内年金事務所の休日相談日
受付時間　９:３０～１６:００

第2土曜日の休日相談については予約制です。

年金事務所受付時間：平日（月曜～金曜）の８：３０～１７：１５まで

佐賀年金事務所
0952-31-4191

唐津年金事務所
0955-72-5161

有田町役場

多久市役所

基山町役場

伊万里 市 役 所

鹿島市役所

出張相談所

10:00～16:00

10:00～16:00

 9:30～15:30

10:00～16:00

10:00～15:00

開設日・相談時間
出張相談【予約制】

予約申込先
第1・3水曜日

第2・4火曜日

第1月曜日・毎週金曜日

第1・3火曜日

第2水曜日
武雄年金事務所
0954-23-0121

予約申込先

※いずれの日も12：00～13：00の時間帯は除きます。
※年金事務所では予約による年金相談を受付けております
ので、希望される日の前日までにお申込みください。

「予約受付専用電話」

☎0570-05-4890（ナビダイヤル）
（一般電話）

050で始まる電話でおかけになる場合は
☎03-6631-7521
受付時間：月～金曜日（平日）８：３０～１７：１５まで

1 2 3

4 5 6 7 8 9 10

18 19 20 21 22 23 24

25 26 27

11 12 13 14 15 16 17

28 29 30 31

伊万里市役所
（予約）
年金事務所

延長相談19時まで

年金事務所
延長相談19時まで

※土・日・祝日、１２月２９日～１月３日はご利用いただけません。
　　予約相談希望日の1か月前から前日まで受付しています。
　　ご連絡の際は､基礎年金番号か個人番号（マイナンバー）の分かるものを
ご準備ください。

施設利用会員証発行申込書

（5枚以内）

※社会保険協会ＨＰからも申し込みできます。 ※申込書にご記入いただきました情報は、この事業以外の目的には使用いたしません。

枚

〒

事業所電話番号（　　　）　　－

整 理 番 号

担 当 者 名

希 望 枚 数

事 業 所 名

所 　在 　地

FAX・郵送による
お申込みは
こちらから

ＴＥＬ.０９５２ｰ２６ｰ３１７１ＦＡＸ.０９５２ー２６ｰ３３７７
〒840-0816 佐賀市駅南本町6-4 佐賀中央第一生命ビル9階一般財団法人  佐賀県社会保険協会お申込み

お問合せ

ホテル
法華クラブグループ

高輪・品川
プリンスホテル限定船員保険会施設 湯快リゾート

亀の井
ホテルグループ

クア・アンド
ホテルグループ

HMI
ホテルグループダイワロイネットホテルズ

詳細はホームページに掲載しています。
https://www.syahokyo-saga.or.jp

全国の社会保険協会の事業として、会員事業所の従業員の方とそのご家族の健康保持増進に資するため、
下記施設グループと優待利用契約を結んでおり、「施設利用会員証」を発行しています。 
従業員の皆様の宿泊休養等に、ぜひご利用ください。

高輪・品川プリンスホテル限定（４施設）
プリンスホテルグループ（全国のプリンスホテル、スキー場、ゴルフ場等）
ホテル法華クラブグループ（18施設）
湯快リゾート（30施設）
亀の井ホテルグループ（30施設）
HMIホテルグループ（43施設）
船員保険会（3施設）
クア・アンドホテルグループ（4施設）
ダイワロイネットホテルズ（76施設）

コーポレート料金（正規料金の最大70％引き）で利用可
専用Webサイトに優待プランを掲載
優待料金（正規料金の約10%引き）で利用可
１人あたり宿泊料金から一律500円引き
一泊につき500円引き
一般プラン料金の3～15% 引き
一般料金から一泊につき通常1,000円引、土曜日・祝前日は500円引き
直接施設にお問い合わせください
専用Webサイトからの予約で一般宿泊プラン料金の10%引き

対　象　施　設 優　待　内　容

０９５２-３１-４１９１
０９５５-７２-５１６１
０９５４-２３-０１２１

TEL
TEL
TEL

●佐賀年金事務所
●唐津年金事務所
●武雄年金事務所

厚生年金適用調査課：③
厚 生 年 金 徴 収 課：④

お 客 様 相 談 室：①
国 民 年 金 課：②

自動音声後、担当部署のダイヤルを押してください。（音声途中でも可）
お問い
合わせ


